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平成 27年 4月から、平塚市、大磯町とのごみ処理広域化により分別・収集方法が

変わります。

今後も、ごみの分別にご協力お願いします。

ごみ出しルールを守りましょう。

■　収集日の朝（午前 8時まで）に出してください。

　　前日の夜や収集後に出してはいけません。

■　お住まいになっている地域で決められたごみ置場に

出しましょう。

　　他のごみ置場に出すことはルール違反です。

■　ごみは、通行の妨げにならないようにごみ置場内に

出してください。

■　自分が出したごみが収集されたか確認しましょう。

■　ごみ出しルールが守られていないごみは「収集でき

ません！ステッカー」（右図参照）に正しい出し方を

記載して張り、ごみ置場に置いていきます。

　　自分が出したごみに張られていたら、ステッカーの

　　指示を確認し、決められた方法で出し直してください。

■　業者に作業等を依頼して出たごみは、その業者に

　　処分を依頼してください。

■　ルール違反があったときは、町でごみ袋を開封して

中身を確認することがあります。

ごみ置場は、利用者みんなで維持管理しましょう。

■　ごみ置場の清掃や管理は、利用者同士が協力して行いましょう。

■　カラスネットなどを有効活用し、ごみの飛散防止に努めましょう。

　　カラスネットは生活環境課窓口で配布しています。

「収集できません！ステッカー」

はルールの守られていないごみ

に張ります。
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チェック！




